
令和５年度同行援護従業者養成研修（応用課程） 開催要項 

 
1. 目  的 

   同行援護従業者養成研修（一般課程）において習得した知識・技術を深めるとともに、特に障がい及び疾病の 

理解や場面別における技能等の修得を図る。 

 

2. 実施主体   島根県 

2. 実施機関   社会福祉法人島根県社会福祉協議会 （島根県福祉人材センター） 

 

3. 期日・会場・定員 

期  日 会 場 定 員 申込〆切 

令和5年9月20日（水）～21日（木） 
くにびきメッセ  501大会議室 

松江市学園南 1丁目 2-1  
26名 ８月４日(金) 

※定員超過の場合、申込記載事項により調整します。 

 

4. 受講資格 

  同行援護従業者養成研修（一般課程）の修了者 

  （同行援護サービスを提供する事業所のサービス提供責任者は本課程の受講が必須です） 

 

5. 申込・受講決定・受講料                                          スマホはこちらから 

  ①インターネットの申込フォームから入力・送信してください（送信後、受付終了画面が表示 

され、入力したメールアドレスに入力内容が送られてきますので、ご確認ください）。 

   （島根県福祉人材センターHP の研修情報№57からもアクセスできます） 

申込入力後に同行援護従業者養成研修（一般課程）修了証写しを FAX してください。 

（福祉人材センターFAX 0852-32-5956） 

②受講料 ひとり 3,000円 

受講決定通知書とともに送付される振込用紙にて、支払期限までにお振込みください。 

③受講決定後の受講取消はご遠慮ください。やむを得ず受講取消をされる場合、支払期限までにご連絡いただ 

いた場合のみ受講料を返金いたします。（手数料はご負担ください） 

 

6. 日程・内容・講師    

期 日 時 間 内 容 講 師 

１日目 

09:30～09:55 受 付  

09:55～10:00 オリエンテーション 

10:00～16:30 

講義 障がい・疾病の理解 

講義 障がい者（児）の心理 

場面別基本技能 

ふりかえり・まとめ 

○社会福祉法人島根ライトハウス 

ライトハウスライブラリー 

              庄司 健 氏 

伊藤 聡 氏 

○社会福祉法人島根県社会福祉事業団 

西部視聴覚障害者情報センター 

柳井 喜代臣 氏 

○島根県立盲学校   曽田 秀聡 氏   

２日目 09:00～16:30 

場面別応用技能 

交通機関の利用 

ふりかえり・まとめ 

※１時間程度の昼食休憩があります。 

※講師は変更になることがあります。 

※進行状況により内容・順番を若干変更することがあります。 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwsV1apyFMXHVDTfvlflxFpYWfAcGCdJMbeHouMbETh_Lryg/viewform?usp=sf_link


７．実習について 

①会場周辺を歩きますので、歩きやすい靴・服装（長袖・アームカバー着用）、両手が使えるようなカバン（リュックサ

ック等）で参加ください。天候に応じ、雨具や防寒具等を準備ください。実習の際に使用するためアイマスク（百

円ショップのもので可）は必ず準備ください。 

②感染症予防としてマスク、消毒用スプレーを準備ください（他消毒用ウェットティッシュ、手袋等）。 

③研修の一環として実際に路線バスへの乗車や買い物実習をしますので、小銭を含めた現金の準備が必要です。 

   （バスカード、乗車系 IC カード持参可） 

 

８. テキストについて 

同行援護従業者養成研修テキスト（中央法規出版）第４版  

2021年 10月発行  税込 2,640円 

購入案内を受講決定通知に同封します。お持ちでない方は購入下さい（余裕をもって手続きをしてください）。 

  

９. 修了証書の交付 

全科目を修了した方に修了証明書及び携帯用修了証明書を交付します。欠席、遅刻、早退等により受講時間 

数を満たさない場合及び、研修受講態度が著しく不良である場合等※は、修了証書の発行が行なわれないことも

ありますので,予めご了承ください。 

 

※ ・他の受講者や研修会場に迷惑をかける行為 

  ・研修の円滑な実施を妨げる行為（グループワーク等における消極的な態度も含む） 

  ・研修に参加する者として好ましくない行為（携帯電話の使用、ガムを噛む、居眠り等） 

 

10. その他 

①昼食は各自で準備ください。 

②受講確認として出席簿にサインをしていただきます。消えないボールペン等を準備ください。 

③天候や感染症等やむを得ない事情により研修会を中止する場合は、申込時に入力された FAX 番号へ連絡す

るとともに島根県福祉人材センターホームページにも掲載します。当日実施の判断がつかない場合は、まずホー

ムページを確認してください。 

④研修中の録音・録画はお断りします。携帯電話の使用もお控えください。 

⑤適宜換気をします。室温についての個別対応はできません。調整できる服装でお越しください。 

⑥健康状態によっては研修を辞退いただく場合があります。研修中はマスクの着用を推奨します。 

⑦研修受講にあたって配慮の必要な方は、申込時に必ずご入力ください。 

 

11．問合せ先 

    社会福祉法人島根県社会福祉協議会 法人支援部研修係（島根県福祉人材センター）担当：足立・永瀬  

    〒690－0011 松江市東津田町 1741番地 3 いきいきプラザ島根 2F           

TEL  0852-32-5975    FAX  0852-32-5956  


